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保険料率が変わります保険料率が変わります保険料率が変わります保険料率が変わります

保険料の軽減

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合

33万円かつ被保険者全員が所得０円
（年金収入のみの場合、受給額 80万円以下）

33 万円

33 万円＋（24万 5千円×世帯の被保険者数）

33万円＋（45万円×世帯の被保険者数）

９割軽減

8.5 割軽減

５割軽減

２割軽減

均等割の年額
（平成 26・27 年度）

比　　較
（前年度均等割の年額）

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合

５割軽減所得から 33万円を引いた額が 58万円以下の方

後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度

■北海道後期高齢者医療広域連合  ☎011-290-5601
■洞爺湖町役場住民課国保医療グループ  ☎74-3002
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せ


